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◇選定の基準
　受賞資格を有するのはクラブのプロジェクトのみであ

ること。また推薦できるのは地区につき１クラブのみです。

既に「意義ある業績賞」を受賞したことのあるプロジェク

トは重ねて業績の認証を受けることはできません。

　「ＲＩ意義ある業績賞」に推薦するプロジェクトを選定

する前に、次の選定基準を満たしているかどうかを確認

して下さい。

・プロジェクトは地元地域社会の重要な問題やニーズ

に取り組むもの。

・ほとんどのまたはすべてのクラブ会員が、単に金銭

面の奉仕ではなく、自ら奉仕に参加し、クラブの規模

とリソースに比例するものであること。

・地域社会においてロータリーのイメージを高めるも

のであること。

・他のロータリークラブが模倣できるものであること。

・賞が贈られるロータリー年度において、進行中また

は完了されたものであること。

・単一ロータリークラブによって実施されたものであ

ること。

◇選定手続
　地区ガバナーは８月１日までに地区選考委員を選任

し、この選考委員会が表彰プロジェクトの申請書を受理

することを告知する。

　地区ガバナーは、その月信で選定基準（前記）と共に申

請書を委員会が受理する締切日（1月31日）を公示する。

推薦書式は地区ガバナーから入手できる。

　地区選考委員会は２月15日までに会議を開き、５プ

ロジェクトまでを限度として受賞候補を選び、これを３月

１日までに地区ガバナーに提出する。

　選考委員会が選んだ受賞候補プロジェクトの中から、

地区ガバナーは地区選考委員と協議のうえ１プロジェク

トを選定する。当地区の本年度の「意義ある業績賞」の

提出締切日は2012年1月31日（火）とします。

　なお、地区ガバナーは選定した通知が2012年3月15

日までに届くようＲＩ会長に提出することとします。

　ＲＩから正式の認定状が送付されてくると、例年通り

ガバナーは地区大会でこの認定状を受賞クラブに贈呈

して表彰することとします。

　ロータリークラブの有意義で卓越したロータリー活動に対して、ＲＩから「意義ある業績賞」が贈呈されます。そのため

に、各地区のガバナーは受賞クラブを選び、ＲＩに選定を証明する手続きをとることになっています。地区レベルの競争

であるため、また、その中から有意義なクラブ・プロジェクトを見極めるため、ガバナーが地区選考委員会を選出し、発表

することが奨励されるとあります。本年度の第2660地区における選定の基準及び手続きは次の通りです。（申請手続き

については2010年版「手続要覧」P105を参照）
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